	指定難病受給者証 更新のご案内 （みどり）



　　お持ちの受給者証の有効期間は、令和８年１２月３１日までです。
　　なるべく令和８年９月３０日までに、次の書類を揃えて、窓口へお越しいただくか、郵送にて更新申請を
　行ってください。
　　申請にあたっては、別紙「その他留意事項」を確認してください。

　【必要書類】　　マイナンバーを利用することで、住民票・課税証明書・健康保険情報が省略できます。　

	
　①　臨床調査個人票
　　　別紙「臨床調査個人票作成依頼書（きいろ）」を病院に提出し、作成を依頼してください。

　②　受給者証・自己負担上限額管理票
　　　自己負担上限額管理票は、令和７年８月以降分をお持ちください。
　　　あん分対象者がいる方はその方の受給者証のコピーが必要です。

[bookmark: _Hlk230616424]　③　受診者本人のマイナンバーカード　（通知カードでも可）
　　　「通知カードを利用する方」または「代理申請の方」は、運転免許証などの身元確認書類をお持ちください。

　④　家族のマイナンバー　（番号のみで可・１６歳未満は不要）　〔更新申請書の「世帯調書」に記入〕
　　　受診者の健康保険が「被用者保険」の方は、被保険者分のみ、「国民健康保険・業種別国民健康保険組合・後期高齢者医療保険」の方は、同一世帯員のうち同一保険加入者分が必要です。

　⑤　更新申請書
　　　別紙「申請書記入方法」を参照してください。

　⑥　日常生活についてのおたずね
　　　あらかじめ記入しておいてください。

　⑦　生活保護受給証明書　〔該当者のみ〕　（１か月以内に発行された原本）　


	
[bookmark: _Hlk230850186]　●　マイナンバーを利用しない方、同一世帯家族の番号がわからない方は、次の書類も必要です。
[bookmark: _Hlk230615169]
　＊　世帯全員の住民票（必ず「世帯全員」分）
　＊　受診者本人の健康保険情報（資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータルから印刷された医療保険情報のいずれかのコピー）
　＊　令和８年度 市町村民税（非）課税証明書（受診者と④と同じ対象者分）
　　　　ただし、生活保護世帯の場合、生活保護受給証明書に「住民票上の住所と相違なし」と記載があれば世帯全員
の住民票が、健康保険未加入の方は市町村民税（非）課税証明書が不要です。




　【受付期間】　　令和８年７月１日～令和８年１２月２８日（郵送の場合 １２月３１日消印まで）

　【　窓　　口　】　　毎週　月・火・木曜日（祝日除く） ９時３０分～１１時３０分

　【　郵　　送　】　　随時　裏面の「チェックリスト」で送付書類を確認のうえ、お送りください。

　【お問合せ】　　富田林保健所 地域保健課 調整チーム　電話0721-23-2684
【更新書類を郵送される方へ】（チェックリスト）
　必ず、以下の書類がすべて揃っているか確認のうえ、郵送してください（チェック欄を利用ください。）。
　発送記録の残る簡易書留、レターパックまたは特定記録郵便をお勧めします。

	[bookmark: _Hlk230850191]チェック欄
	必　要　書　類

	□
	臨床調査個人票

	□
	受給者証　コピー　（※ 更新申請書の１枚目に貼り付けてください。）

	□
	自己負担上限額管理票　コピー　（表紙と令和７年８月分からの該当ページ）

	□
	受診者本人のマイナンバーカード（表面・裏面）または通知カード　コピー　

	□
	「通知カードを利用する方」または「代理申請の方」は、運転免許証などの身元確認書類　コピー　

	□
	更新申請書（※ 別紙「申請書記入方法」を参考に記入してください。）

	
	○　１枚目に受診者氏名・日中連絡がつく電話番号を書きましたか？

	
	○　２枚目の該当箇所にチェックを入れましたか？

	
	○　３枚目の「世帯調書」に必要な家族分を記入しましたか？

	
	○　「世帯調書」の記入対象者のマイナンバーに誤りはありませんか？

	□
	日常生活についてのおたずね



課税情報に関する確認
	チェック欄
	確　認　事　項

	□
	マイナンバーを利用して課税証明書を省略する方が税制上未申告の場合は、市役所（町・村役場）で収入申告（ゼロ申告を含む。）を済ましておいてください。



マイナンバーを利用しない方・家族の番号がわからない方
	チェック欄
	必　要　書　類

	□
	世帯全員の住民票（必ず「世帯全員」分）

	□
	受診者本人の健康保険情報（資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータルから印刷された医療保険情報のいずれか）　コピー　

	□
	令和８年度 市町村民税（非）課税証明書（受診者と表面④と同じ対象者分）



該当する方のみ
	チェック欄
	必　要　書　類

	□
	生活保護世帯の場合、生活保護受給証明書（１か月以内に発行したもの）　原本　
「住民票上の住所と相違なし」の記載がない場合は、世帯全員の住民票

	□
	非課税世帯で、受診者の収入金額が82万6,500円以下の場合は、障がい年金等の金額がわかる書類（年金証書・振込通知書・通帳など）　コピー　

	□
	申請書類の受け取り（保健所の受付）を確認したい場合は、（返送先の住所・氏名を記入した）110円切手を貼った返信用（定形内）封筒


　　〒584-0031　
　　富田林市寿町３丁目１ー３５
　　大阪府富田林保健所
　　　　　地域保健課 調整チーム　行
　　　【指定難病 更新書類　在中】



　切り取って封筒に貼ってお使いください。　　→　

